
　

市
内
保
育
園
及
び
水
口
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
ま
す
一
時
保
育
事

業
に
つ
い
て
、
４
月
か
ら
一
部
内
容
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

●
利
用
手
続
き

・
利
用
希
望
日
の
７
日
前
ま
で
に
利
用
を

希
望
さ
れ
る
実
施
施
設
に
利
用
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
利
用
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
け
る
の
は
、

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
除
く
）
の
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分
で
す
。
必
ず

事
前
に
利
用
希
望
施
設
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
は
緊
急
の
場
合
の

み
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
で
も
施
設
の
空
き
状
況

等
で
受
け
入
れ
体
制
が
整
わ
な
い
場
合

は
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
給
食
・
お
や
つ
に
つ
い
て

・
水
口
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
・
土
山
保

育
園
・
甲
賀
西
保
育
園
・
甲
南
東
保
育

園
・
信
楽
保
育
園
は
、
お
弁
当
・
お
や

つ
を
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
次
の
実
施
施
設
は
、
今
ま
で
と
変
更
あ

り
ま
せ
ん
。

◎
水
口
北
保
育
園
／
お
弁
当
・
お
や
つ
を

各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

◎
甲
南
の
ぞ
み
保
育
園
…
お
弁
当
・
お
や

つ
は
園
で
用
意
し
ま
す
。
た
だ
し
、
年
齢

等
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ご
家
庭
で
用
意
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

利
用
料
金
、
利
用
期
間
等
詳
し
く
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

変
更
内
容

こ
ど
も
未
来
課　
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係

☎
８
６-

８
１
７
９  

 

８
６-

８
３
８
０

【
実
施
施
設
】

水
口
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
／

 
６
５-

５
５
１
１

水
口
北
保
育
園

☎
６
２-

１
０
８
５  

 

６
３-

８
６
１
７

土
山
保
育
園

☎
／

 

６
６-

０
１
６
５

甲
賀
西
保
育
園

☎
８
８-

２
２
４
２  

 

８
８-
２
２
４
８

甲
南
東
保
育
園

☎
／

 

８
６-

２
４
２
０

甲
南
の
ぞ
み
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楽
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こ
う
な
ん
保
育
園

（
現
在
一
時
保
育
事
業
は
休
止
し
て
い
ま
す
。）
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問
い
合
わ
せ

固定資産税前納報奨金制度の変更のお知らせ

【前納報奨金の計算方法】

2期納付金額注1 × 0.2％ × 前納月数注２

　　注1）通常、第2期以降の各金額は同額となります。
　　注2）前納となる月数は、15か月です。（1か月未満の端数は切り捨て）

【計算例】
　年税額145,600円の場合
　　期別税額

１期　37,600円　　　　３期　36,000円
２期　36,000円　　　　４期　36,000円

　　　36,000円×0.2％×15か月＝1,080円から、
　　　　　　　　　　　前納報奨金は、1,000円となります。

※年税額16,000円未満は、報奨金額が100円未満となり、報奨金はありません。
※第２期の金額が1,000,000円以上は報奨金が限度額の30,000円となります。

市税及び料金については、安全で便利な口座振替をご利用下さい。

　平成21年度より、固定資産税納
付にかかる前納報奨金の交付率が
0.3％から0.2％に変更になります。
　前納報奨金とは、通常固定資産税
の納期【第1期（5月）から第4期（2
月）までの4回】の第1期納期限内に、
第2期、第3期、第4期分までの全期
分を納付された場合に限り、交付さ
れる報奨金のことです。
　この報奨金は納付される際に、直
接税金から差し引いた方法で納める
ことにより交付されます。報奨金交
付額は、100円単位（100円未満切
捨）で限度額3万円となります。た
だし、市税等に未納がある場合には、
報奨金の交付は受けられません。

滞納債権対策課  収納推進担当  ☎ 65-0682   63-4574問い合わせ
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一
時
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育
事
業

　

仕
事
・
病
気
・
育
児
疲
れ
等
で
、急
に
家

庭
で
保
育
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
に
、一

時
的
に
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
す
る
制
度
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